
事 務 連 絡

平成２０年１０月２４日

都道府県

各 指定都市 民生主管部（局）長 殿

中 核 市

厚生労働省老健局計画課長

成年後見制度利用支援事業に関する照会について

、 。介護保険制度の円滑な推進について 種々ご尽力いただき厚くお礼申し上げます

さて、成年後見制度利用支援事業につきましては 「地域支援事業の実施につい、

て（平成１８年６月９日老発０６０９００１号 」により実施されているところで）

すが、今般、当該事業の補助対象について照会がありましたので別紙のとおり情報

提供いたします。

また、貴管内市町村に対して周知していただきますようお願いいたします。

厚生労働省老健局計画課

予算係長 前田（３９２４）

予算係 田本（３９２５）

代表：０３－５２５３－１１１１



（別紙）

問 成年後見制度利用支援事業において補助対象となるのは、市町村申立て

に限るものなのか。

（回答）

成年後見制度利用支援事業の補助は、市町村申立てに限らず、本人申立て、親

族申立て等についても対象となりうるものである。

当該事業は、成年後見制度の利用が有効と認められるにもかかわらず、制度に

対する理解が不十分であることや費用負担が困難なこと等から利用ができないと

いった事態を防ぐことを目的としているものであり、補助事業として実施する事

業名や補助対象経費の一例としては、以下のものが考えられる。

【 事 業 例 】

① 申立て費用、後見人報酬等に対する助成事業

・登記印紙代、鑑定費用、後見人・補佐人等の報酬等

② 成年後見制度の利用促進のための広報・普及活動

（１）パンフレットの作成・配布

・印刷製本費、役務費、委託料等

（２）説明会・相談会の開催

・諸謝金、旅費、会場借上費等

また、実施要綱に掲げる当該事業の名称・内容はあくまでも例示であり、当該

事業は、地域の実情に応じて必要な支援を行うことを目的とする任意事業の一つ

であることから、介護保険事業の運営の安定化及び被保険者の地域における自立

した日常生活の支援のために必要な事業である限り、市町村が創意工夫を活かし

た多様な事業形態での実施ができるような経費（ 地域支援事業交付金の交付に「

ついて （交付要綱）に定める対象経費に該当するもの）が補助の対象となる。」


